
生駒市規則第１６号 

 生駒市屋外広告物規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年９月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市屋外広告物規則の一部を改正する規則 

（生駒市屋外広告物規則の一部改正） 

第１条 生駒市屋外広告物規則（平成１４年３月生駒市規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第７条第１号を次のように改める。 

(1) 県条例第１２条の２の規定による点検（申請前３月以内に行ったもの

に限る。以下「点検」という｡)の結果を記載した屋外広告物安全点検記録

（様式第３号の２） 

第７条第２号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 点検を行った広告物又はこれを掲出する物件のカラー写真及び点検の

状況を明らかにしたカラー写真 

様式第１号から様式第３号の２までを次のように改める。 



様式第1号(第2条関係) 

広 告 物 許 可 申 請 書 

  

表示又は設置の場所   

  

種 類   数量   

形 状 寸 法 
横     m 高さ      m 

縦     m 面積      m2 

照明の

大 要 
  

表示又は設置の期間 
      年   月   日から 

      年   月   日まで 

管
理
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

広
告
主 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

施
工
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

所

有

者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

占

有

者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

施 工 期 間 着手 許可の日から 日以内 完了 着手の日から 日以内 

添 付 書 類 

1 付近の見取図    2 色彩及び意匠を表す図面 

3 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。) 

4 その他市長が必要と認める書類 

備 考   

  上記のとおり広告物を
表 示

掲出する物件を設置
したいので、奈良県屋外広告物条例第5 

 条第1項の規定により許可を申請します。 

年  月  日 

  生駒市長    殿 

申請者 住 所          

氏 名          

電話番号          

  

 



様式第1号の2(第3条の3関係) 

 

景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届 

 

年  月  日 

 

  生駒市長        殿 

 

届出者 住 所             

氏 名             

電話番号             

 

 次のとおり広告物の表示(広告物を掲出する物件の設置)をするので、奈良県屋外広告物

条例第5条の2第7項の規定により届け出ます。 

 

表示又は設置の場所   

種 類   数量   

形 状 寸 法 
横     m  高さ      m 

縦     m  面積      m2 

照明の

大 要 
  

表示又は設置の期間 
        年   月   日から 

        年   月   日まで 

管
理
者 

住 所 (TEL        ) 

氏 名   

広
告
主 

住 所 (TEL        ) 

氏 名   

施
工
者 

住 所 (TEL        ) 

氏 名   

所

有

者 

住 所 (TEL        ) 

氏 名  

占

有

者 

住 所 (TEL        ) 

氏 名  

施 工 期 間 着手 届出の日から 日以内 完了 着手の日から 日以内 

添 付 書 類 

1 付近の見取図    2 色彩及び意匠を表す図面 

3 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。) 

4 その他市長が必要と認める書類 

備 考   



 



様式第2号(第6条関係) 

広 告 物 変 更 許 可 申 請 書 

  

表示又は設置の場所   

  

種 類   数量   

形 状 寸 法 
横     m 高さ      m 

縦     m 面積      m2 

照明の

大 要 
  

表示又は設置の期間 
      年   月   日から 

      年   月   日まで 

管
理
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

広
告
主 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

施
工
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

所

有

者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

占

有

者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

施 工 期 間 着手 許可の日から 日以内 完了 着手の日から 日以内 

前 許 可 番 号 第     号 前許可年月日 年  月  日 

変 更 の 理 由   

備 考   

  上記のとおり
広 告 物 の 表 示

広告物を掲出する物件の設置
を変更したいので、奈良県屋外広告物 

 条例第8条の規定により許可を申請します。 

年  月  日 

  生駒市長    殿 

申請者 住 所          

氏 名          

電話番号          

  

 



様式第3号(第7条関係) 

広 告 物 継 続 許 可 申 請 書 

  

表示又は設置の場所   

  

種 類   数量   

形 状 寸 法 
横     m 高さ      m 

縦     m 面積      m2 

照明の

大 要 
  

表示又は設置の期間 
      年   月   日から 

      年   月   日まで 

前 許 可 番 号 第     号 前許可年月日 年  月  日 

管
理
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

広
告
主 

住 所 (TEL       ) 

氏 名   

所
有
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

占
有
者 

住 所 (TEL       ) 

氏 名  

備 考   

  上記のとおり
広 告 物 の 表 示

広告物を掲出する物件の設置
を継続したいので、奈良県屋外広告物 

 条例第5条第1項の規定により許可を申請します。 

年  月  日 

  生駒市長    殿 

申請者 住 所          

氏 名          

電話番号          

  

  



 

様式第 3 号の 2(第 7 条関係) 

屋外広告物安全点検記録 

 

屋外広告物の

種類 
屋上広告物 ・ 軒下広告物 ・ 塀及び垣広告物 ・ 広告塔 ・ 建植広告物 ・ その他（         ） 

設置場所 
 

   

地上から広告物上端の高さ ｍ 設置年月日 年   月   日 

点検の種類 
    目視点検  ・  標準点検  ・  詳細点検 
設置から (10 年未満)   (10 年以上 20 年未満)    (20 年以上) 

点検年月日 年   月   日 

点検者 

氏名  電話番号  

住所 

〒 

 資格の有無 無・有 （                  ） 

    

点検 

箇所 
点  検  項  目 異常の有無 異常の概要 

基
礎
部
・ 

上
部
構
造 

１ 上部構造全体の傾斜・ぐらつき 有 ・ 無 □要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 

２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき 有 ・ 無 

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 ・ 無 

支
持
部 

１ 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 有 ・ 無 
□要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 
２ 鉄骨接合部(ボルト・ナット・ビス)のゆるみ、欠落 有 ・ 無 

取
付
部 

１ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 ・ 無 □要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 

２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 ・ 無 

３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 有 ・ 無 

広
告
部 

１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 有 ・ 無 □要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 

２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 有 ・ 無 

３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 ・ 無 

照
明
装
置 

１ 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 有 ・ 無 □要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 

２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 ・ 無 

３ 周辺機器の劣化、破損 有 ・ 無 

そ
の
他 

１ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 有 ・ 無 □要改善 

改善予定又は済（   年   月） 

内容 

 

□経過観察 

２ 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 有 ・ 無 

３ その他 有 ・ 無 

 



第２条 生駒市屋外広告物規則の一部を次のように改正する。 

第７条第１号中「第１２条の２」を「第１２条の２第１項」に改め、同条中

第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 県条例第１２条の２第２項各号に掲げる者が点検（同項に規定するも

のに限る｡)を行った場合、その資格等を有することを証する書面の写し 

附 則 

この規則中第１条の規定は令和６年１０月１日から、第２条の規定は令和９年

１０月１日から施行する。 


